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	03-03-01 当座勘定規定
	１．（当座勘定への受入れ）
	２．（証券類の受入れ）
	３．（本人振込み）
	４．（第三者振込み）
	５．（受入証券類の不渡り）
	７．（手形、小切手の支払）
	８．（手形、小切手用紙）
	(4)  当座勘定から支払をした手形または小切手のうちに、本人が振出したものではないものや改ざ
	んが疑われるものがあった場合には、直ちに当組合宛に連絡してください。
	(5)  手形用紙、小切手用紙の請求があった場合には、必要と認められる枚数を実費で交付します。

	９．（支払の範囲）
	10.（支払の選択）
	12.（手数料等の引落し）
	13.（支払保証に代わる取扱い）
	14.（印鑑等の届出）
	15.（届出事項の変更）
	17.（印鑑照合等）
	18.（振出日、受取人記載もれの手形、小切手）
	19.（線引小切手の取扱い）
	20.（自己取引手形等の取扱い）
	22.（残高の報告）
	23.（譲渡、質入れの禁止）
	この貯金は、譲渡または質入れすることはできません。
	①　当座勘定開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
	26.（取引終了後の処理）
	27.（手形交換所規則による取扱い）
	当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱います。
	Ａ　公告の対象となる貯金であるかの該当性
	Ｂ　貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
	④　貯金者等からの申し出にもとづく通帳の発行、記帳もしくは繰越があったこと
	⑤　貯金者等からの申し出にもとづく次に掲げる契約内容または顧客情報の変更があったこと
	Ａ　取引店舗の変更
	Ｂ　相続等による口座名義人の変更

	03-03-02 普通貯金規定
	当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱います。
	Ａ　公告の対象となる貯金であるかの該当性
	Ｂ　貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
	④　貯金者等からの申し出にもとづく通帳の発行、記帳もしくは繰越があったこと
	⑤　貯金者等からの申し出にもとづく次に掲げる契約内容または顧客情報の変更があったこと
	Ａ　キャッシュカードの発行（再発行含む）および返却、暗証番号の変更
	Ｂ　取引店舗の変更
	Ｃ　相続等による口座名義人の変更

	03-03-03 教育資金贈与税非課税措置に関する特約
	03-03-04 結婚・子育て資金贈与税非課税措置に関する特約
	03-03-05 成年後見支援貯金にかかる特約
	（2021年４月１日現在）

	03-03-06 総合口座取引規定
	03-03-07 営農貯金規定
	当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱います。
	Ａ　公告の対象となる貯金であるかの該当性
	Ｂ　貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
	④　貯金者等からの申し出にもとづく通帳の発行、記帳もしくは繰越があったこと
	⑤　貯金者等からの申し出にもとづく次に掲げる契約内容または顧客情報の変更があったこと
	Ａ　キャッシュカードの発行（再発行含む）および返却、暗証番号の変更
	Ｂ　取引店舗の変更
	Ｃ　相続等による口座名義人の変更

	03-03-08 こども貯金規定
	当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱います。
	Ａ　公告の対象となる貯金であるかの該当性
	Ｂ　貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
	④　貯金者等からの申し出にもとづく通帳の発行、記帳もしくは繰越があったこと
	⑤　貯金者等からの申し出にもとづく次に掲げる契約内容または顧客情報の変更があったこと
	Ａ　取引店舗の変更
	Ｂ　相続等による口座名義人の変更

	03-03-09 普通貯金無利息型（決済用）規定
	当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱います。
	Ａ　公告の対象となる貯金であるかの該当性
	Ｂ　貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
	④　貯金者等からの申し出にもとづく通帳の発行、記帳もしくは繰越があったこと
	⑤　貯金者等からの申し出にもとづく次に掲げる契約内容または顧客情報の変更があったこと
	Ａ　キャッシュカードの発行（再発行含む）および返却、暗証番号の変更
	Ｂ　取引店舗の変更
	Ｃ　相続等による口座名義人の変更

	03-03-10 総合口座（普通貯金無利息型）取引規定
	03-03-11 貯蓄貯金規定
	当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱います。
	Ａ　公告の対象となる貯金であるかの該当性
	Ｂ　貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
	④　貯金者等からの申し出にもとづく通帳の発行、記帳もしくは繰越があったこと
	⑤　貯金者等からの申し出にもとづく次に掲げる契約内容または顧客情報の変更があったこと
	Ａ　キャッシュカードの発行（再発行含む）および返却、暗証番号の変更
	Ｂ　取引店舗の変更
	Ｃ　相続等による口座名義人の変更

	03-03-12 納税準備貯金規定
	当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱います。
	Ａ　公告の対象となる貯金であるかの該当性
	Ｂ　貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
	④　貯金者等からの申し出にもとづく通帳の発行、記帳もしくは繰越があったこと
	⑤　貯金者等からの申し出にもとづく次に掲げる契約内容または顧客情報の変更があったこと
	Ａ　取引店舗の変更
	Ｂ　相続等による口座名義人の変更

	03-03-13 出資予約貯金規定
	当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱います。
	Ａ　公告の対象となる貯金であるかの該当性
	Ｂ　貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
	④　貯金者等からの申し出にもとづく通帳の発行、記帳もしくは繰越があったこと
	⑤　貯金者等からの申し出にもとづく次に掲げる契約内容または顧客情報の変更があったこと
	Ａ　取引店舗の変更
	Ｂ　相続等による口座名義人の変更

	03-03-14 スーパー定期貯金規定（単利型）
	①　貯金者が貯金開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
	当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱います。
	Ａ　公告の対象となる貯金であるかの該当性
	Ｂ　貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
	③　貯金者等からの申し出にもとづく通帳または証書の発行、記帳もしくは繰越があったこと
	Ａ　第13条に掲げる異動事由
	Ｂ　当組合が貯金者等に対して休眠預金等活用法第３条第２項に定める事項の通知を発したこと。ただし、当該通知が貯金者等に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合（1か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が貯金者等の意思によらないで返送されたときを除く。）に限ります。

	03-03-15 スーパー定期貯金規定（複利型）
	①　貯金者が貯金開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
	当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱います。
	Ａ　公告の対象となる貯金であるかの該当性
	Ｂ　貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
	③　貯金者等からの申し出にもとづく通帳または証書の発行、記帳もしくは繰越があったこと
	Ａ　第12条に掲げる異動事由
	Ｂ　当組合が貯金者等に対して休眠預金等活用法第３条第２項に定める事項の通知を発したこと。ただし、当該通知が貯金者等に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合（1か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が貯金者等の意思によらないで返送されたときを除く。）に限ります。

	03-03-16 スーパー定期貯金規定（利息分割型）
	①　貯金者が貯金開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
	当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱います。
	Ａ　公告の対象となる貯金であるかの該当性
	Ｂ　貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
	③　貯金者等からの申し出にもとづく通帳または証書の発行、記帳もしくは繰越があったこと
	Ａ　第12条に掲げる異動事由
	Ｂ　当組合が貯金者等に対して休眠預金等活用法第３条第２項に定める事項の通知を発したこと。ただし、当該通知が貯金者等に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合（１か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が貯金者等の意思によらないで返送されたときを除く。）に限ります。
	（2022年４月１日現在）

	03-03-17 自動継続スーパー定期貯金規定（単利型）
	①　貯金者が貯金開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
	当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱います。
	Ａ　公告の対象となる貯金であるかの該当性
	Ｂ　貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
	③　貯金者等からの申し出にもとづく通帳または証書の発行、記帳もしくは繰越があったこと
	④　貯金者等からの申し出にもとづく自動継続貯金の継続中止登録があったこと
	Ａ　第13条に掲げる異動事由
	Ｂ　当組合が貯金者等に対して休眠預金等活用法第３条第２項に定める事項の通知を発したこと。ただし、当該通知が貯金者等に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合（1か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が貯金者等の意思によらないで返送されたときを除く。）に限ります。

	03-03-18 自動継続スーパー定期貯金規定（複利型）
	①　貯金者が貯金開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
	当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱います。
	Ａ　公告の対象となる貯金であるかの該当性
	Ｂ　貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
	③　貯金者等からの申し出にもとづく通帳または証書の発行、記帳もしくは繰越があったこと
	④　貯金者等からの申し出にもとづく自動継続貯金の継続中止登録があったこと
	Ａ　第12条に掲げる異動事由
	Ｂ　当組合が貯金者等に対して休眠預金等活用法第３条第２項に定める事項の通知を発したこと。ただし、当該通知が貯金者等に到達した場合または当該通知を発した日から１か月を経過した場合（１か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が貯金者等の意思によらないで返送されたときを除く。）に限ります。

	03-03-19 自動継続スーパー定期貯金規定（利息分割型）
	①　貯金者が貯金開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
	当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱います。
	Ａ　公告の対象となる貯金であるかの該当性
	Ｂ　貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
	③　貯金者等からの申し出にもとづく通帳または証書の発行、記帳もしくは繰越があったこと
	④　貯金者等からの申し出にもとづく自動継続貯金の継続中止登録があったこと
	Ａ　第12条に掲げる異動事由
	Ｂ　当組合が貯金者等に対して休眠預金等活用法第３条第２項に定める事項の通知を発したこと。ただし、当該通知が貯金者等に到達した場合または当該通知を発した日から１か月を経過した場合（１か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が貯金者等の意思によらないで返送されたときを除く。）に限ります。

	03-03-20 大口定期貯金規定
	①　貯金者が貯金開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
	当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱います。
	Ａ　公告の対象となる貯金であるかの該当性
	Ｂ　貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
	③　貯金者等からの申し出にもとづく通帳または証書の発行、記帳もしくは繰越があったこと
	Ａ　第12条に掲げる異動事由
	Ｂ　当組合が貯金者等に対して休眠預金等活用法第３条第２項に定める事項の通知を発したこと。ただし、当該通知が貯金者等に到達した場合または当該通知を発した日から１か月を経過した場合（１か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が貯金者等の意思によらないで返送されたときを除く。）に限ります。

	03-03-21 自動継続大口定期貯金規定
	①　貯金者が貯金開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
	当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱います。
	Ａ　公告の対象となる貯金であるかの該当性
	Ｂ　貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
	③　貯金者等からの申し出にもとづく通帳または証書の発行、記帳もしくは繰越があったこと
	④　貯金者等からの申し出にもとづく自動継続貯金の継続中止登録があったこと
	Ａ　第12条に掲げる異動事由
	Ｂ　当組合が貯金者等に対して休眠預金等活用法第３条第２項に定める事項の通知を発したこと。ただし、当該通知が貯金者等に到達した場合または当該通知を発した日から１か月を経過した場合（１か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が貯金者等の意思によらないで返送されたときを除く。）に限ります。

	03-03-22 期日指定定期貯金規定
	①　貯金者が貯金開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
	当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱います。
	Ａ　公告の対象となる貯金であるかの該当性
	Ｂ　貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
	③　貯金者等からの申し出にもとづく通帳または証書の発行、記帳もしくは繰越があったこと
	Ａ　第12に掲げる異動事由
	Ｂ　当組合が貯金者等に対して休眠預金等活用法第３条第２項に定める事項の通知を発したこと。ただし、当該通知が貯金者等に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合（１か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が貯金者等の意思によらないで返送されたときを除く。）に限ります。

	03-03-23 自動継続期日指定定期貯金規定
	①　貯金者が貯金開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
	当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱います。
	Ａ　公告の対象となる貯金であるかの該当性
	Ｂ　貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
	③　貯金者等からの申し出にもとづく通帳または証書の発行、記帳もしくは繰越があったこと
	④　貯金者等からの申し出にもとづく自動継続貯金の継続中止登録があったこと
	Ａ　第13条に掲げる異動事由
	Ｂ　当組合が貯金者等に対して休眠預金等活用法第３条第２項に定める事項の通知を発したこと。ただし、当該通知が貯金者等に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合（１か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が貯金者等の意思によらないで返送されたときを除く。）に限ります。

	03-03-24 変動金利定期貯金規定（単利型）
	①　貯金者が貯金開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
	当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱います。
	Ａ　公告の対象となる貯金であるかの該当性
	Ｂ　貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
	③　貯金者等からの申し出にもとづく通帳または証書の発行、記帳もしくは繰越があったこと
	Ａ　第13条に掲げる異動事由
	Ｂ　当組合が貯金者等に対して休眠預金等活用法第３条第２項に定める事項の通知を発したこと。ただし、当該通知が貯金者等に到達した場合または当該通知を発した日から１か月を経過した場合（１か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が貯金者等の意思によらないで返送されたときを除く。）に限ります。

	03-03-25 変動金利定期貯金規定（複利型）
	①　貯金者が貯金開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
	当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱います。
	Ａ　公告の対象となる貯金であるかの該当性
	Ｂ　貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
	③　貯金者等からの申し出にもとづく通帳または証書の発行、記帳もしくは繰越があったこと
	Ａ　第13条に掲げる異動事由
	Ｂ　当組合が貯金者等に対して休眠預金等活用法第３条第２項に定める事項の通知を発したこと。ただし、当該通知が貯金者等に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合（１か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が貯金者等の意思によらないで返送されたときを除く。）に限ります。

	03-03-26 自動継続変動金利定期貯金規定（単利型）
	①　貯金者が貯金開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
	当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱います。
	Ａ　公告の対象となる貯金であるかの該当性
	Ｂ　貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
	③　貯金者等からの申し出にもとづく通帳または証書の発行、記帳もしくは繰越があったこと
	④　貯金者等からの申し出にもとづく自動継続貯金の継続中止登録があったこと
	Ａ　第13条に掲げる異動事由
	Ｂ　当組合が貯金者等に対して休眠預金等活用法第３条第２項に定める事項の通知を発したこと。ただし、当該通知が貯金者等に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合（１か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が貯金者等の意思によらないで返送されたときを除く。）に限ります。

	03-03-27 自動継続変動金利定期貯金規定（複利型）
	①　貯金者が貯金開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
	当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱います。
	Ａ　公告の対象となる貯金であるかの該当性
	Ｂ　貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
	③　貯金者等からの申し出にもとづく通帳または証書の発行、記帳もしくは繰越があったこと
	④　貯金者等からの申し出にもとづく自動継続貯金の継続中止登録があったこと
	Ａ　第13条に掲げる異動事由
	Ｂ　当組合が貯金者等に対して休眠預金等活用法第３条第２項に定める事項の通知を発したこと。ただし、当該通知が貯金者等に到達した場合または当該通知を発した日から１か月を経過した場合（１か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が貯金者等の意思によらないで返送されたときを除く。）に限ります。

	03-03-28 据置定期貯金規定
	①　貯金者が貯金開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
	当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱います。
	Ａ　公告の対象となる貯金であるかの該当性
	Ｂ　貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
	③　貯金者等からの申し出にもとづく通帳または証書の発行、記帳もしくは繰越があったこと
	Ａ　第12条に掲げる異動事由
	Ｂ　当組合が貯金者等に対して休眠預金等活用法第３条第２項に定める事項の通知を発したこと。ただし、当該通知が貯金者等に到達した場合または当該通知を発した日から１か月を経過した場合（１か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が貯金者等の意思によらないで返送されたときを除く。）に限ります。

	03-03-29 自動継続据置定期貯金規定
	①　貯金者が貯金開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
	当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱います。
	Ａ　公告の対象となる貯金であるかの該当性
	Ｂ　貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
	③　貯金者等からの申し出にもとづく通帳または証書の発行、記帳もしくは繰越があったこと
	④　貯金者等からの申し出にもとづく自動継続貯金の継続中止登録があったこと
	Ａ　第13条に掲げる異動事由
	Ｂ　当組合が貯金者等に対して休眠預金等活用法第３条第２項に定める事項の通知を発したこと。ただし、当該通知が貯金者等に到達した場合または当該通知を発した日から１か月を経過した場合（１か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が貯金者等の意思によらないで返送されたときを除く。）に限ります。

	03-03-30 定期積金規定
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